
GFP輸出予算説明会

① 輸出予算逆引き表
② 説明会動画
③ 説明資料
④ その他

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/gfp/yosan_setsumei.html
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①輸出予算逆引き表をご活⽤いただけます。

輸出予算逆引き表

⽀援内容類型や使⽤できる品⽬、⽀援内容によって逆引き検索できます
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②輸出予算説明動画をご覧いただけます

左下の「⾒るYoutube」を
クリックしてください

・概要欄に下記分類ごとに事業を記載。
（１）⽣産者・加⼯⾷品製造事業者向け

の⽀援
（２）流通事業者・その他事業者向け

の⽀援
（３）輸出を⾏う全ての⽣産者・事業者・

コンソーシアム等向けの⽀援

・各事業名の前にタイムスタンプを記載

Youtube
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③説明資料

・下記分類ごとに事業の資料を掲載。
（１）⽣産者・加⼯⾷品製造事業者向け

の⽀援
（２）流通事業者・その他事業者向け

の⽀援
（３）輸出を⾏う全ての⽣産者・事業者・

コンソーシアム等向けの⽀援

④その他
・お問い合わせや公募時期については各事業の担当部署にお問い合わせください
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輸出環境整備推進事業のうち
施設認定等検査支援事業

問合先：農林水産省 輸出・国際局 輸出支援課
電話：03-3501-4079

支援対象者 生産者（団体・協議会）、加工食品業者（個社）、輸出事業者・商社（個社）

対象品目 コメ、青果物、加工品（一次）、その他（植物由来食品）

支援内容類型

• 青果物の輸出に必要な選別及び梱包施設の認証取得・維持・更新の支援を受けたい
• 青果物を輸出するために輸出先国検査官と日本側検査官の合同輸出検査を受けたい
• 輸出先国から求められる植物由来食品の残留農薬等検査に対応したい
• 青果物の輸出解禁後に登録生産園地や登録選果梱包施設の確認や査察のために
輸出先国の検査官を招へいしたい

支援内容

（ソフト支援）
輸出先国の求める基準・条件等の規制に対応するための青果物の選別及び梱包施設におけ
る認証取得・維持・更新、輸出先国検査官と日本側検査官の合同輸出検査や園地査察の
ための招へい、残留農薬等検査に係る費用について支援（補助率：定額、1/2）

申請要件
・GFPコミュニティサイトへの登録
・有効な課題提案書の作成、提出ができること

申請先 輸出支援課 公募時期 ２月上旬公募開始予定

R5当初
【説明資料の例】
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【令和５年度予算概算決定額 23（26）百万円】

＜対策のポイント＞
輸出先国の食品安全規制等に対応するため、海外輸出における施設認定や検査に要する費用を支援します。

＜事業目標＞
農林水産物・食品の輸出額の拡大（２兆円［2025年まで］、５兆円［2030年まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．タイ等向け青果物の輸出に必要な選別及び梱包施設に係る認証取得・維持・
更新支援事業 8（14）百万円
タイへ青果物を輸出する際など、輸出先国の法令により選別及び梱包に係る施設に
おいて認証取得が求められている場合は、その費用を定額で支援します。

２．タイ等向け青果物の輸出解禁後に必要なロットごとの合同輸出検査等に係る支援
事業 7（7）百万円
輸出先国の検査官と日本の検査官との合同輸出検査等が求められている場合、そ
の検査等の費用を定額で支援します（2019年3月31日以降から輸出先国より求め
られている場合が対象）。

３．タイ等向け植物由来食品の輸出に必要な残留農薬等検査費用に係る支援事業
4（1）百万円

輸出先国の法令等により、茶、穀物等を含む植物由来食品を輸出する際に残留
農薬等検査の実施が必要な場合又は残留農薬等検査を実施することで輸出手続
の円滑化が図られる場合に、その検査費用を支援します。

４．台湾等向け青果物の輸出解禁後に必要な輸出先国検査官の招へいに係る支援事
業 4（4）百万円

輸出先国の検査官を日本に招へいして、生産園地、登録施設等の確認や輸出
先国の検査官と日本の検査官との合同輸出検査が求められている場合に、その検査
等の費用を支援します。

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］輸出・国際局輸出支援課（03-3501-4079）

国

民間団体等

輸出環境整備推進事業のうち

施設認定等検査支援事業

１．タイ等向け青果物の輸出に必要な
選別及び梱包施設に係る認証取得・維
持・更新支援事業（定額）

タイ向けにリンゴやイチゴ
を輸出するために認証
を取りたい

２．タイ等向け青果物の輸出解禁後に
必要なロットごとの合同輸出検査等に係
る支援事業（定額）

タイにメロンを輸出する
ためにタイ側検査官と
日本の検査官との合同
輸出検査を受けたい

事例 事例

３．タイ等向け植物由来食品の輸出に
必要な残留農薬等検査費用に係る支
援事業

EUに緑茶を輸出するために残留農薬検
査を受けたい

タイにイチゴを輸出する
ために残留農薬等検査
を受けたい

事例

４．台湾等向け青果物の輸出解禁後
に必要な輸出先国検査官の招へいに係
る支援事業

ベトナム向けうんしゅうみかんや
インド向けリンゴを
輸出するために、
登録生産園地や
登録選果梱包施設
について、輸出先国
検査官の査察が必要

事例

1/2

定額

民間団体等

（１、２の事業）

（３、４の事業）

- 32 -
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